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【指導・教育 関係】                       担当 山下 飯島  

                                   電話 055-262-4422 

 

特定商取引法改正問題に関する状況について 

 

 

特定商取引法改正に対する対応経緯と状況、また自動車の点検整備が対象となった場合の影響等

について、日整連等から情報提供がありましたのでご案内します。 

 

１．経緯等 

（１）改正の背景 

   一般消費者に対する訪問販売等を規制している特定商取引法（以下「特商法」という。）は、

消費者トラブル実態に応じ、その対象商品や役務を指定規制し、これまで必要に応じて対象商

品・役務が追加指定されてきた。しかし、規制の後追い原因となり、被害が後を絶たないこと

から、政府の消費者政策会議（首相が会長、国交大臣も委員）において、この指定取引・役務

制を廃止し原則全ての取引商品・役務を規制する可能性について検討することになり、今通常

国会での法改正に向け、現在、主管の経済産業省と各業種所管大臣との間で調整が進められて

いる。 

（２）自動車の点検・整備が「特商法」の対象となった場合の影響 

   （自動車の点検・整備について、訪問販売、電話勧誘販売等により受注した場合） 

①販売に先立ち、事業者名、契約を勧誘する趣旨、サービスの種類、担当者名を明らか 

にする。 

②契約を受付けた際、その内容を明らかにした書面（契約書）の交付 

③書面交付から８日間のクーリングオフ（消費者による契約の解除）の適用 

④規制違反の場合の立入調査、改善指導、業務停止（経産大臣と各業所管大臣による） 

等の規制がかかり、事業への影響が懸念される。 

２．業界要望 

   国（運輸局長）の認証を受けた自動車の分解整備事業者が行う自動車の点検・整備につい 

ては、特定商取引法の適用対象外とすべきである。 

 「理由」 

 （１）規制対象とされる理由が不明確 

       認証を受けた事業者が行う自動車の整備については、道路運送車両法に基づく遵守事項 

により消費者保護が図られており、特に問題が生じておらず、現時点で規制対象とされる 

理由が不明確である。 

 （２）道路運送車両の安全の確保及び環境の保全に対する影響 

      自動車の点検整備は、道路交通の安全の確保、環境保全に大きな役割を果たしており、 

自動車整備事業者は、自動車使用者にかわり道路運送車両法の規定に基づき車検及び定期 

点検整備を実施し、安全の確保と環境保全に努めている。 

      今回の改正案により、全ての対象商品・役務が適用とされた場合、自動車整備事業者に 

とって、新たな負担が発生する。 

特にクーリングオフが適用された場合、来店できない自動車使用者への点検整備の入庫 

促進が鈍化し、点検整備実施率の低下から安全、環境面に悪影響を及ぼすことが考えられ 

る。 

（３）新たな負担増加 

 規制対象とされた場合、事業者に新たに大きな負担がかかり、その事業運営に悪影響を 
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及ぼすこととなる。 

①受注した際、新たな書面（契約書等）の交付が必要となり、記載内容の変更等に伴う 

手間等の増加に加えて、印紙の貼付が求められなど整備業界に与える影響が大きい。 

②契約書面交付から８日以内の間であれば消費者による無条件の申し込みの撤回（クー 

リングオフ）が可能であり、自動車の整備は契約後１～３日で作業が完了する場合が 

多いが、たとえ役務が完了していたとしても、悪質な消費者によりクーリングオフさ 

れる可能性がある。 

この場合、役務に係る費用の返還をするばかりではなく、車検更新時に必要な法定費 

用（検査手数料、重量税費用等）の回収が出来なくなる恐れがあり、整備事業者に与 

える影響は、甚大なものがある。 

３．今後の対応 

   自動車整備業に対する特商法の適用に関する状況は以上のとおりです。 

   業界としては、日整連を通じ経済産業省に引続き適用除外を強く要望しております。 

    なお、特定商取引法の基本的解釈等に関するＱ＆A を次のとおり記載します。 

《 特定商取引法の基本的な解釈等に関するＱ＆Ａ 》 

（以下では、あくまでも通常の取引の場合の基本的な解釈について記載しています。） 

販売類型の定義 

Ｑ１．整備事業者の場合、どのような取引方法を訪問販売というのか。 

Ａ：次の①または②に該当する取引方法をいう。 

①自動車ユーザーとの点検整備に関する契約の場所が自社の整備事業場以外の場所で 

あるもの。 

②自社の整備事業場での契約であっても、次のいずれかの顧客と契約するもの。 

・街頭などで呼び止めて整備事業場に同行したユーザー 

・目的を偽って整備事業場に来場させたユーザー(例えば、「あなたは選ばれたので○○ 

○を取りに来てください。」と告げる場合や、本来の契約の目的たる点検整備以外の 

ものを告げて呼び出す場合などが該当する。) 

・特別に有利であるといって来場させたユーザー(例えば、「あなたは特に選ばれたので 

非常に安く買える。」等のセールストークを用いる場合はその真偽にかかわらず該当 

する。) 

Ｑ２．整備事業者の場合、どのような取引方法を電話勧誘販売というのか。 

Ａ：次の①及び②の両方に該当する取引方法をいう。 

     ①整備事業者からユーザーに電話をかけて点検整備を勧誘するもの。 

     ②ユーザーが、整備事業者からの電話での勧誘により、点検整備を通信手段で申し込む

もの。（勧誘された電話で申し込む場合だけでなく、一度電話を切って、改めて電話、

ファックス、手紙、電子メールなど各種の通信手段で申込みをした場合も含まれる。) 

Ｑ３．整備事業者の場合、どのような取引方法を通信販売というのか。 

Ａ：整備事業者が点検整備を新聞、雑誌、インターネット等で広告し、ユーザーから通信手 

段により申し込みを受けるもの。(但し、電話勧誘販売に該当するものを除く。) 

なお、通信販売の場合には、クーリングオフは規定されていない。 

 

訪問販売に該当する事例 

Ｑ１．整備事業者がユーザーの自宅を訪問して点検整備を勧誘した場合であって、その訪問時 

には契約をせず、ユーザーからの要請により整備事業者が、その後、自宅を訪問して契 
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約をした場合はどの販売方式に該当するのか。 

Ａ：「訪問販売」であるが、法第２６条第２項第 1号の規定により、クーリングオフ等は適 

用されない。 

Ｑ２．新聞や雑誌等の広告を見て、ユーザーが整備事業場に自発的に電話をかけた場合であっ 

て、その電話においては点検整備の契約をせず、その後、ユーザーからの要請により整 

備事業者がユーザーの自宅を訪問して契約をした場合はどの販売方式に該当するのか。 

Ａ：「訪問販売」であるが、法第２６条第２項第 1号の規定により、クーリングオフ等は適 

用されない。 

Ｑ３．整備事業者がユーザーに電話で点検整備を勧誘した場合であって、その電話においては 

契約をせず、その後、ユーザーからの要請により整備事業者がユーザーの自宅を訪問し 

て契約をした場合はどの販売方式に該当するのか。 

Ａ：「訪問販売」であるが、法第２６条第２項第１号の規定により、クーリングオフ等は適 

用されない。 

 

電話勧誘販売に該当する事例 

Ｑ１．整備事業者がユーザーに電話で点検整備を勧誘した場合であって、その電話において契 

約をした場合はどの販売方式に該当するのか。(その後、整備事業者がユーザーの自宅 

を訪問して契約内容を明らかにした書面を交付する場合や、点検整備を受けるためにユ 

ーザーが整備事業場に来た際に当該書面を交付する場合を含む。) 

    【注】カッコ内の趣旨は、通常の自動車の点検整備の場合、実際の作業を整備事業場にお 

いて実施するため、ユーザーが整備事業場に自動車を持ち込むか、または、整備事 

業者がユーザーの自宅に自動車を引き取りに行くということになることから、これ 

らを想定したものである。 

Ａ：「電話勧誘販売」に該当する。 

Ｑ２．整備事業者がユーザーに電話で点検整備を勧誘した場合であって、その電話においては 

契約をせず、その後、ユーザーが通信手段により契約した場合はどの販売方式に該当す 

るのか。(その後、整備事業者がユーザーの自宅を訪問して契約内容を明らかにした書 

面を交付する場合や、点検整備を受けるためにユーザーが整備事業場に来店した際に当 

該書面を交付する場合を含む。) 

Ａ：「電話勧誘販売」に該当する。 

 

通信販売に該当する事例 

Ｑ１．新聞や雑誌等の広告を見て、ユーザーが整備事業場に自発的に電話をかけた場合であっ 

て、その電話において点検整備の契約をした場合はどの販売方式に該当するのか。(そ 

の後、整備事業者がユーザーの自宅を訪問して点検整備を提供する場合や、点検整備を 

受けるためにユーザーが整備事業場に来店する場合を含む。) 

Ａ：「通信販売」に該当する。 

Ｑ２．新聞や雑誌等の広告を見て、ユーザーが整備事業場に自発的に電話をかけた場合であっ 

て、その電話においては点検整備の契約をせず、その後、ユーザーが通信手段により契 

約した場合はどの販売方式に該当するのか。(その後、整備事業者が自宅を訪問して点 

検整備を提供する場合や、点検整備を受けるためにユーザーが整備事業場に来店する場 

合を含む。) 

Ａ：「通信販売」に該当する。 

 



 3

特定商取引法に該当しない事例 

Ｑ１．整備事業者がユーザーの自宅を訪問して点検整備を勧誘した場合であって、その訪問時 

には契約をせず、その後、ユーザーが整備事業場に来店して契約をした場合はどの販売 

方式に該当するのか。 

Ａ：特定商取引法には該当しない。 

Ｑ２．新聞や雑誌等の広告を見て、ユーザーが整備事業場に自発的に電話をかけた場合であっ 

て、その電話においては点検整備の契約をせず、その後、ユーザーが整備事業場に来店 

して契約をした場合はどの販売方式に該当するのか。 

Ａ：特定商取引法には該当しない。 

Ｑ３．整備事業者がユーザーに電話で点検整備を勧誘した場合であって、その電話においては 

契約をせず、その後、ユーザーが整備事業場に来店して契約をした場合はどの販売方式 

に該当するのか。 

Ａ：特定商取引法には該当しない。 

 

その他 

Ｑ１．特定商取引法において、契約内容を明らかにした書面を交付する場合の契約の成立は、 

「ユーザーと整備事業者とが合意した時点」か、または、「当該書面がユーザーに届い 

た時点」のどちらになるのか。 

Ａ：「ユーザーと整備事業者とが合意した時点」である。点検整備を受けるという基本的な 

合意で成立し、日程調整等の詳細の有無については問わない。 

 

 

前照灯検査における基準範囲の改正に伴う検査機器の対応について 

 

 

 

１．制動力の判定値の改正 

   制動力の総和の基準（検査時車両状態の重量の50％以上）の適用を受ける自動車について、 

降雨等の天候条件によりブレーキローラが濡れている場合には、制動力の総和が40％以上であ 

れば適合とすることを規定した。（4-15-2-1、5-15-2-1） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

制動力及び前照灯照射方向の判定値が改正されました 

保安基準の細目告示の一部改正及び審査事務規定の一部改正（平成２０年２月１日） 

施行期日 平成２０年２月３日 
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〔指定整備記録簿の記載要領〕 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

２．走行用前照灯及びすれ違い用前照灯の照射方向の判定値の改正 

（１）走行用前照灯の最高光度点の位置の範囲について、前方10ｍで上下方向は水平面より 

上方100mmから下方は前照灯取付高さの1/5まで、左右方向はそれぞれ270mmまでとした。

（4-57-2-1、5-57-2-1） 

（２）すれ違い用前照灯のエルボー点の位置の範囲について、前方10ｍで左右方向はそれぞ 

れ270mmまでとした。                                     （4-58-2-1、5-58-2-1） 
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〔指定整備記録簿の記載要領〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

走行用前照灯 
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なお、技術情報２月号（№４５１）のＰ２～３も参照下さい 
 
 

  継続検査等における「オパシメータ測定車（国産車）」の判断方法について 
 
 

平成１９年９月１日以降に型式指定の申請等を行ったディーゼル車は、原則、オパシメータに 

より検査を行うこととされましたが、継続検査等において、オパシメータ測定車（国産車）を判 

別する方法について国土交通省より次ぎとおり通知がありましたのでお知らせします。 

また、平成２２年９月３０日までの間は、経過措置としてオパシメータ測定車を黒煙測定器に 

より検査することが認められております。 

 

１．継続検査及び構造等変更検査における判別方法 

 次のいずれかに該当するディーゼル車 

（１）自動車検査証の備考欄に「オパシメータ測定」と記載されているもの※ 

（２）型式指定自動車であって、自動車検査証の型式指定番号が「１６０００」以降のもの 

※オパシメータ測定車のうち、平成２０年３月３１日以前に登録された型式指定車の自動 

車検査証には、初回車検までの間、当該記載が行われません。（これらの車両は、（２） 

の型式指定番号により判別する） 

 

２．新規検査及び予備検査における判断方法 

   次のいずれかに該当するディーゼル車（特殊自動車を除く） 

（１）型式指定自動車であって、完成検査終了証の型式指定番号が「１６０００」以降のもの 

（２）一酸化炭素等発散防止装置指定自動車であって、排出ガス検査終了証の装置型式指定番 

号が「Ｇ－２００１」以降のもの 

（３）新型届出による取扱いを受けた自動車（一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く） 

継続検査等における「オパシメータ測定車（国産車）」の判断方法について

すれ違い用前照灯（左右共通） 
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であって、諸元表の新型届出年月日が平成１９年９月１日以降のもの 

（４）非認証車（黒煙５０％規制車及黒煙４０％規制車を除く）であって、平成１９年９月１ 

日以降に新規検査をうけるもの 

 

 

指定自動車整備事業者等講習会開催について 
 

標記講習会について、山梨運輸支局の協力により下記にて開催致します。 

受講対象者は、必ず受講されますようご連絡いたします。 

記 

１．受講対象者 ①指定自動車整備事業者 

        ②事業場管理責任者 

        ③保安基準適合証交付者 

        ④主任技術者 

        ⑤その他指定自動車整備事業に携わる中間管理者 

２．開催日時  平成２０年２月２８日（木） 

受付 9:00～9:30 
午前の部 

講習 9:30～12:00 

保適交付者・中間管理者 

主任技術者 

受付 13:00～13:30 
午後の部 

講習 13:30～16:00 

指定整備事業者 

事業場管理責任者 

３．場   所  （社）山梨県自動車整備振興会 大講堂 

４．講習修了証明  受講修了証明を致しますので、技能者手帳を必ず 

ご持参下さい。 

５．受 講 料   １名  ２，０００円 

 

 

街頭検査結果について 

 

定期点検整備の促進と不正改造車排除を図るため、標記街頭検査が実施されました。 

なお、検査結果は次のとおりです。 

 

      

日 時 実施場所 参 加 者 摘 要 

12 月 17 日（月） 

13:30～16:00 

 

 

県立美術館前 運輸支局     4 名 

独立行政法人   2 名 

甲府西支部      6 名 

振興会        2 名 

総検査車両数   163 台 

不良車両数      21 台 

内整備命令      1 台 

口頭警告       20 台 

車検切れ        1 台 

指定自動車整備事業者等講習会開催について 

街頭検査結果について 



 8

当日、ご協力頂いた甲府西支部・日下部支部の皆様、ありがとうございました。 

 

環境に優しい整備事業場に対する顕彰について 

 

 

循環型社会の構築に向け、使用済み自動車等の適正処理・フロンの確実な回収、リサイクル部 

品の利用促進等整備事業者の環境への取組の活性化と自動車ユーザーの環境問題への意識高揚

を図るため、環境対策に積極的に取組む傘下整備事業場に対する、標記の顕彰制度を環境に優しい

自動車整備関連事業場山梨県推進協議会に協力し、次ぎにより推薦します。 

『（社）山梨県自動車整備振興会環境指向型整備事業者表彰推薦』 

（社）山梨県自動車整備振興会会員のうち、整備振興会会長は環境対策への取組が積極的と認め

られる者「環境指向型事業者」を推薦する。 

１．環境対策への取組が優良で模範となる者。 

２．環境指向型整備事業者として山梨運輸支局長表彰を受賞し、引続き基準維持事業場として環 

境改善に取組む者。 

３．道路運送車両法をはじめ関係法令を遵守する者。 

４．整備振興会等の定款・各種規約への遵守状況が良好な者。 

５．振興会及び支部等の諸活動に協力的な者。 

６．申請、推薦段階で環境・公害に関する苦情等がないと認められる者。 

７．表彰の推薦は、原則として毎年３月に行うものとする。 

 

【表彰申請要項】 

１．申請受付期限 平成２０年３月３１日（月）まで 

２．申請方法 

申告用紙（表彰申請用紙）は振興会ホーページの「会員ページ」からダウンロード、も

しくは指導・教育部門窓口に用意されています。申請を希望される事業場は、必要事項を

記入の上、各支部経由にて振興会へご提出下さい。 

３．現地確認及び審査 

     書面審査後、各団体の現地確認並びに山梨運輸支局の現地審査が行われます。 

４．関東運輸局長表彰に推薦 

     支局長表彰以後３年以上連続して優良な事業場は、関東運輸局長表彰に推薦いたします。 

５．当会以外の団体に所属する会員 

自動車販売店協会、軽自動車協会、中古自動車販売協会、自動車車体整備協同組合、自 

動車電装品整備商工組合、自動車タイヤ販売店協会にも併せて所属している場合は、当該 

団体（整備振興会以外の所属団体）からの推薦となりますので同団体にご相談下さい。 

６．支局申請までの流れ 

     平成２０年４月１０日（木） 

日 時 実施場所 参 加 者 摘 要 

1 月 17 日（木） 

13:30～16:00 

 

 

日下部警察

署構内 

運輸支局     4 名 

独立行政法人   2 名 

日下部支部      6 名 

振興会        2 名 

総検査車両数   123 台 

不良車両数      14 台 

内整備命令      1 台 

口頭警告       13 台 

車検切れ        0 台 

環境に優しい整備事業場に対する顕彰について 

（関東運輸局山梨運輸支局長表彰） 
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    ○振興会→環境に優しい自動車整備関連事業場山梨県推進協議会へ申請 

平成２０年４月１５日（火） 

      ○環境に優しい自動車整備関連事業場山梨県推進協議会→山梨運輸支局へ申請 

     平成２０年４月下旬から５月上旬 

      ○支局現地審査 

なお、環境に優しい優良事業者審査基準をご参照下さい。 
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経営委員会が開催されました 

 

標記委員会が開催され、その概要は次のとおりです。 

 

◇ 日 時 平成２０年１月２８日（月）１５：００～１７：３０ 

◇ 場 所 振興会 会議室 

◇ 出席者 清水委員長、新海副委員長、村松委員、横森委員、石原委員、西海委員、 

福田委員 

◇ 協議事項 

      （１）定期点検整備の普及推進と入庫促進について 

         ・点検整備普及拡大のＰＲ機会とするための街頭検査の具体的実施方法を協議 

      （２）各種イベント・街頭検査等で使用する会員統一ジャンパー作成について           

          ・業界近代化対策費による作成の検討 

       （３）社会貢献事業（子ども１１０番のお店）の実施について 

         ・今年度の学校訪問について（３月、若しくは２０年度４月予定） 

      （４）自動車整備事業場の環境対策について  

         ・環境指向型整備事業場への意識高揚 

         「グリーン工場への挑戦」パンフレット配布 

         ・環境指向型整備事業者関東運輸局山梨運輸支局長表彰候補者推薦 

 （５）その他 

 

 

 

 

標記技術研修については、自動車分解整備事業者の遵守事項により受講義務とされる研修です。 

つきましては、必ず貴事業場において該当する整備主任者を受講させるようお願い致します。 

なお、研修日程等のご案内は、郵送にて各事業場へ通知しますので、必ず受研されますようお願い 

します。 

 

※ すでに該当支部において研修が終了している未受講の事業所は、下記日程に必ず受講され 

ますようお願い致します。 

 

◇研修対象者   各事業場で選任されている整備主任者（１事業場１名以上） 

◇研修場所     振興会教室・実習場 

◇研修担当講師   各ディ－ラ－技術担当者 

◇研修内容      （学科）①新型車・新機構について 

              （実習）①平成１７年度排出ガス規制適合車エンジンの構造・機能及び 

                          点検・整備 

◇受 講 料      ６,５００円（学科編、実習編テキスト代を含む） 

◇研修時間      受付 ９：００～ ９：３０ 

            研修 ９：３０～１７：００ 

 

 

平成１９年度整備主任者（技術）研修の開催について 

経営委員会が開催されました 
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◇研修日程 

担当 
   

回数 
月 日 曜日 該当支部 

受講 

予定 

者数 
実技 

学科 

（小型） 
学科（大型）

韮 崎 
１３ ２月 ７日 木 

上野原 
４０ スバル スバル 日産ディーゼル

南アルプス南
１４ ２月１４日 木 

東 八② 
４５ 日産 日産 ふそう 

１５ ２月２１日 木 その他 ２０ トヨタ トヨタ 日産ディーゼル

 

※振興会研修受講予定者（振興会より開催通知が届いた事業場）で、ディーラー研修を受講され 

た方は振興会教育課まで連絡をお願いします。 

 

 

自動車整備技能登録試験対応講座のお知らせ 

 

平成１９年度第２回自動車整備士技能登録試験（平成２０年３月２３日（日）実施）を受験し 

ようとする者を対象とした標記講座を下記の日程等により行いますので受講をお勧め致します。 

 

◇ 種  目 ２級ガソリン自動車   ３級自動車ガソリン・エンジン 

◇ 研 修 日   

 

 

 

 

◇ 講習内容  過去に実施された検定・登録試験の問題をもとに、出題の傾向と対策を研究学習 

◇ 使用教材  当振興会で作成した問題及び過去に実施した検定・登録試験問題等 

              ※下記のテキストは、必ず各自で持参して下さい。 

◆２級ガソリン自動車 

✎２級ガソリンエンジン・シャシ編 法令教材 

◆３級自動車ガソリン・エンジン 

✎３級ガソリンエンジン編 基礎自動車工学 法令教材 

◇ 受 講 料  ２級、３級・・・１５,０００円（資料代含む） 

◇ 受付期間   １月２１月（月）～２月２２日（金） 

◇ 申込方法   申込書は、教育課窓口にあります。また、振興会ホームページ（http://www.ams. 

or.jp/index2.html）の「会員ページ」からもダウンロードできます。必要事項 

を記入のうえ、受講料を添えて教育課までお申し込み下さい。 

 

 

 

 

 

 

第１日 ３月 ４日（火） ９:１０～１６:００ 

第２日 ３月 ８日（土） ９:１０～１６:００ 

第３日 ３月１３日（木） １０:００～１６:００ 

自動車整備技能登録試験対応講座のお知らせ 


